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令和８年度　城原川ダム事業に伴う民俗調査報告書作成業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀河川事務所長
小野　朋次
佐賀県佐賀市兵庫南２丁目１番３４号

令和　８年　５月　７日

神埼市長　實松　尊徳

¥６，０００，０００－

¥０－

別紙のとおり



 
 
 

随意契約理由書 
 

 

 

１．業務名     令和８年度 城原川ダム事業に伴う民族調査報告書作成業務 
 
 
２．履行場所    佐賀県神埼市 
 
 
３．契約の相手方  名 称：神埼市 

住 所：佐賀県神埼市神埼町鶴３５４２番地１ 
電 話：(０９５２)５２－１１１１ 

 
 
４．契約適用法令  会計法第２９条の３第４項及び 

予算決算及び会計令第１０２条の４第３号 
 
 
５．当該業務の目的・内容及び契約に付する理由 
 
１）当該業務の目的 

本業務は、城原川ダム事業に伴い、事業地内の集落の生業や風習・文化等の調査、記録、
保存を目的とした民族文化財の調査を行うものである。 

 
２）業務の内容 

本業務は、城原川ダム事業に伴う民族文化財の調査のため、神埼市へ業務委託を行うもの
である。 

 

３）契約に付する理由 
本業務は、城原川ダム事業に伴い、事業地内の集落の生業や風習・文化等の調査、記録、

保存を目的とした民族文化財の調査を行う必要があるため、周辺地域の風習や文化などを熟
知した神埼市において総括し業務を遂行する必要がある。 
以上のことから、本業務を円滑かつ的確に遂行するためには、神埼市が唯一の契約相手と

判断するものである。 
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、

神埼市と随意契約を締結するものである。 

 

（随意契約理由書作成者） 

佐賀河川事務所 工務課長 


